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（４）進行管理 

緑の基本計画は，緑の将来のあるべき姿を表現するものであるが，「絵に描いた餅」に

終わることのないよう実効性を担保することが重要である（池邊ら，2013）86。ここでは，

計画の策定にとどまらず，計画の目標実現に向けた取組を着実に推進していくため，計

画推進体制の整備，継続的な進行管理と評価，計画の改訂・見直しなどのフィードバッ

クの取組を行っている事例を示す。 
① インクリメンタル（漸進的）な計画フレームの採用 

緑の基本計画に基づく施策を着実に進めて行くためには，計画（Plan），実行（Do），

点検（Check），改善・見直し（Action）のサイクルを継続的に進め，計画の進捗管理を

行う必要がある。定期的に各施策の進捗状況の点検を行い，その結果等を踏まえて目標

の達成状況を評価し，必要に応じて見直しを行うことも重要である。 

緑の基本計画では，10～20年程度のスパンの目標年次の将来像に向けた取組を示して

いる※。社会情勢が大きく変動する昨今では，新たな事業の実施や施策の中の優先度を

柔軟に見定め，中間期の見直しにより進捗確認や方向転換を図る自治体や，行動計画や

指針等の短期の関連計画を策定し，事業評価を実施している自治体もある。変化の大き

い都市課題に柔軟に対応するためには，定量的な達成目標にこだわらず，施策の実施状

況を短期に見直す計画に変更していくことも考えられる。 

従来の人口が増加し多くの開発が行われるという時代とは異なり，今後は，人口が減

少し，地域によっては新たな都市開発行為等が行われにくくなることが見込まれる。こ

のような将来見通しを踏まえ，先を見越して，中長期的な視点に立って都市の将来像を

明確にし，その実現に向けての大きな道筋を明らかにしていくことが緑の基本計画には

求められている。一方，予定したプロジェクトの大幅な変更や予定していなかったプロ

ジェクトの決定等緑の基本計画策定段階には想定していなかったような状況が発生する

ことも想定される。また，緑の基本計画で位置付けた施策の実施状況や達成状況を踏ま

えて，マスタープランを見直す必要が出てくることも想定される。こうした要請に応え

るため，策定時点である程度見通しが可能な事項について記載をし，その後，ある程度

明確な見通しが立った事項を追加する等記述内容に弾力性を持たせる，あるいは部分的

改訂を機動的に行う等の対応を視野に入れてマスタープランの策定を行い，そのフォロ

ーアップを行うことが望ましい。 
 

図表-4. 9 効率的な進行管理に向けた施策評価の時間軸のイメージ 
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✔確認・補正 ✔確認・補正 ✔確認・補正  
 

図表-4. 10 対応した評価項目 
 

 
 
              

 
 

                                                
※ 第 8版 都市計画運用指針（平成27年1月）には，「都市計画区域マスタープランにおいては，おおむね20年後の都市の姿を展望

した上で都市計画の基本的方向が定められることが望ましい。ただし，市街化区域のうち，おおむね10年以内に市街化を図るべき

区域に関連する事項（市街化区域の規模等）については，おおむね10年後の将来予測を行ったうえで定められることが望ましい。

また，都市施設，市街地開発事業については，優先的におおむね10年以内に整備するものを整備の目標として示すことが望まし

い。」と記載されている。 

短期～中期の評価項目（地域資産） 長期～超長期の評価項目（環境ポテンシャル） 

・事業推進プログラム（実施計画，行動計画等） 

・都市公園の整備 

・緑地の保全・緑化の推進に係る個別の取組 

・都市公園の管理運営   等 

・将来の都市・緑・環境のあるべき姿 

・将来の人口動態とそれを踏まえた長期的展望 

・都市の持続可能性（環境面・社会面・経済面） 

                   等 
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② 定期的な実績把握と公表 

緑の基本計画の実効性を高めるためには，計画策定後の定期的な実績把握と公表が重

要である。実績把握には，緑の基本計画に示された施策や事業項目ごとに各年の取組や

成果をとりまとめ，審議会等の第三者機関において評価され，客観性を高めることが望

ましい。また，これらの実績把握および評価結果は，行政関係者だけではなく，市民に

もわかりやすいものにまとめ，定期的に広く公開していくことが重要であるこれらの実

績把握，評価，公開を通じて，緑の基本計画に示された施策や事業の進展に応じた施策

の方針，施策の内容の見直しを行い，計画の目標を達成していく体制の構築が重要とな

る。 
 

③ 計画進行を管理する審議会等の設置・開催 

緑の基本計画の定期的な実績把握と公表に加えて，適正な評価の実施，施策や事業の

実効性を確保する上で，審議会等の第三者機関の設置が重要である。これらの機関の設

置にあたっては，計画の進行管理を適正に進めるために，条例に位置づけるなど，機関

の権限を高める対策を講じることが求められる。また，審議会だけではなく，市民や緑

地計画に関する専門機関等の外部機関による評価により，公平な観点から計画進行を管

理することが求められる。 
 

④ 評価制度の活用 

緑の基本計画における目標の達成状況を把握するにあたっては，緑地の量的観点から，

緑被率や緑地面積による評価が一般的に行われているが，今後，緑地の質的観点に着目

した計画づくりが重要となる。そのため，計画策定後の進行状況の評価にあたっては，

緑地の機能に着目した客観的な手法による評価が求められる。 

 
【関連事例】 

・PDCA による継続的な改善                     港区（事例 4-1） 

施策を着実に進めていくため，計画（Plan），実行（Do），点検（Check），改善・見直

し（Action）のサイクルを継続的に進め，計画の進捗管理を行っている。 

 

・計画に基づく取組と実績の公表                 鎌倉市（事例 4-2） 

緑の基本計画の実現性を向上させるための取組として，緑の基本計画に基づく施策の取

組と実績を｢鎌倉市のみどり（緑の基本計画推進の取組）」としてとりまとめ，毎年度，緑

政審議会に報告の上，広く公表し，目標更新，施策内容，方針の修正に反映させている。 
 

・計画に基づく取組と実績の公表                 横浜市（事例 4-3） 

「横浜みどり税」を財源の一部に活用した重点的な取組として「横浜みどりアップ計画」

を推進している。計画に基づき事業を推進しており，毎年，事業の取組の状況を公表してい

る。 
 

・グリーンフラッグアワード（GFA）                 英国（事例 4-4） 

優良な公園や緑地空間を英国地域地方自治省より表彰する評価制度であり，8つの審査項

目に関する取組がマネジメントプランに盛り込まれて実行され，評価を受けることで，管理

の質が向上していく効果が生じている。 
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 出典：港区 (2011)87 

■事例4-1 

港区緑と水の総合計画（平成23年3月改訂）              東京都港区 

 

○PDCAによる継続的な改善 

計画の推進にあたっては，区民，事業者と区の関係部署及び各地区総合支所が，連携，協

働し，地域が一体となって取組みを進めることとしている。また，スケジュールに沿って施

策を着実に進めていくため，計画（Plan），実行（Do），点検（Check），改善・見直し（Action）

のサイクルを継続的に進め，計画の進捗管理を行っている。中間年次にあたる平成 27 年度，

計画期間の最終年度にあたる平成 32 年度に，各施策の進捗状況の点検を行い，その結果等を

踏まえて目標の達成状況を評価し，必要に応じて見直しを行うこととしている。 

 

      【計画の推進体制】            【計画の進捗管理】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前期と後期に分けた施策の取組みスケジュール】 
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 出典：鎌倉市(2011)88，鎌倉市(2015)89 

■事例4-2 

鎌倉市緑の基本計画（平成23年9月改訂）             神奈川県鎌倉市 

 

○計画に基づく取組と実績の公表 

緑の基本計画の実現性を向上させるための取組として，緑の基本計画に基づく施策の取組

と実績を｢鎌倉市のみどり（緑の基本計画推進の取組）」としてとりまとめ，毎年度，緑政審議

会に報告の上，広く公表し，目標更新，施策内容，方針の修正に反映させている。また，緑の

基本計画は，平成 8年に策定し，計画の進捗を踏まえて，平成 13 年，18年，23 年と，それぞ

れ 5年ごとに改訂を行っている。さらに，学識者，公募市民により構成される緑政審議会を，

平成 10年 1 月の第 1回開催以来，平成 28年 1 月までに 62回開催し，取組と実績を踏まえた

計画の進行管理の確認や，緑の施策について，調査審議している。 

 

【緑の基本計画における取組実績の公表の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

【実績報告書（鎌倉市のみどり）の位置づけ】      【実績報告書の内容の例】 

                               （緑の施策ごとに毎年の取組と実績を報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【実績報告書：鎌倉市のみどり】                     

   （緑の基本計画推進の取組）  
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 出典：横浜市(2013b)90，横浜市(2014)91 

■事例4-3 

 横浜みどりアップ計画（計画期間：平成 26-30 年度）（平成 25年 12 月策定） 

                                   横浜市 

 

○計画に基づく取組と実績の公表 

横浜市では，平成 18 年に策定した「横浜市水と緑の基本計画」に基づき水と緑の環境を育

む様々な取組を展開しているが，平成 21 年度からは，「横浜みどり税」を財源の一部に活用

した重点的な取組として「横浜みどりアップ計画」を推進している。計画に基づき事業を推進

しており，毎年，事業の取組の状況を公表している。また，計画の推進に向けて，市民からの

評価・意見・提案をうける場として，「横浜みどりアップ計画市民推進会議」を設置し，同会

議では毎年，「横浜みどりアップ計画の評価と提案」としてとりまとめている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

84 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：Green Flag Award HP92，国土交通省(2016c)23，一般財団法人公園財団提供資料，坂井(2014)93  
 

■事例4-4 

 グリーンフラッグアワード（GFA）（1996 年～）        英国地域地方自治省 

 

○公園緑地の質を向上・維持を目指す総合的対策（公園緑地評価制度） 

グリーンフラッグアワード（GFA）は，1996 年に創設された，優良な公園や緑地空間を英国

地域地方自治省(DCLG:Department of Communities and Local Government)より表彰する評価

制度である。2016 年 6月現在，受賞した公園緑地の数は，1,200 箇所以上となっている。申請

する際には，マネジメントプランの策定が義務付けられている。8つの審査項目（下表）に関

する取組がマネジメントプランに盛り込まれて実行され，評価を受けることで，管理の質が向

上していく効果が生じている。申請者は毎年申請が可能であり，維持，管理，運営の水準を継

続的に評価するしくみになっている。審査は，GFA が定めた講習を受講した審査員（ボランテ

ィア）が行う。 

政府がアワード受賞数を具体的な数値目標とするなど，国家的施策として位置づけられるよ

うになった結果，アワードへの申請及び受賞数が年々増加している。また，表彰制度の知名度

が高まることで，公園や緑地空間の質の向上を図るための管理者側の努力も一層促進される相

乗効果が生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


